
 令和７年度災害対策本部運営訓練前段(遺体の取扱い実動訓練)成果

目 的
都心南部直下地震発生時に想定される遺体の対応について、遺体収容所の開設から搬送・受付・検視・身元確認を含む遺体

の取扱い業務の一連の行動を遂行し、遺体収容所における各班の識能の向上を図る。

時期・場所 令和7年12月18日（木）09:00～15:00 ＠平和の森会館（駐車場含む）

参加者
■ 関係機関：警視庁第二方面本部、陸上自衛隊第1普通科連隊、協定締結団体
■ 大田区 ：防災危機管理課、区民部、福祉部、健康政策部等

訓練要領
■ 遺体収容所の開設：遺体収容所責任者の統制により遺体収容所を開設する。
■ 遺体収容所の運営：遺体収容所への遺体搬送から受付、検視、身元確認、遺体の引き取りまでの一連の流れを訓練する。
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成 果

◎ 遺体安置に必要な施設（スペース）、運営に必要な職員及び物品の確保
◎ ご遺体及びご家族への対応（所作・エンゼルケア等）について、冠婚葬祭互助協会の支援を受け、習熟を図る。
◎ ご遺族に対するご遺体情報の提供要領を検討（ご遺族への配慮とご遺体の尊厳の保持）
◎ 警視庁との連携を強化し、併せて、東京都、監察医、歯科医師会（身元確認のための歯科カルテ照合）とも連携を図る。
◎ メディア対応の習熟を図る。斎場における超宗派支援を活用する。
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令和７年度災害対策本部運営訓練後段(輸送経路の確保図上訓練)成果

目 的
都心南部直下地震発生時に想定される区内の道路障害状況を踏まえ、食料等の輸送経路を確保するため、区の道路啓開能力

を考慮した啓開要領を検討し、関係団体等へ啓開要請を行う対応行動を訓練し、災害時物流の実効性を確保する。

時期・場所 令和8年1月28日（水）10:00～11:30 ＠庁議室・5階特別会議室・情報処理室

参加者
■ 関係機関：警視庁第二方面本部、東京消防庁第二消防方面本部、陸上自衛隊第１普通科連隊
■ 大田区 ：災害対策本部及び災対各部

訓練要領

以下の３場面を抽出し、意思決定要領を展示（本部長・防災計画担当課長・職員・関係機関）
■ 輸送経路の状況把握（避難所に至る５経路・道路障害物除去路線・防災船着場付近 計7箇所の道路啓開所要が発生）
■ 啓開能力の把握【同時対応（啓開）数・啓開時間・特性】・啓開要請【緊急度・各機関の特性に応じた対応要領の決定】
■ 道路啓開完了までの措置【物資（食料）輸送計画の変更】（避難所5箇所の輸送計画を変更）
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成 果

◎ 輸送計画の作成（物流コーディネーターの助言・調整が必要【要協定締結】）：
支援可能トラック数・「まつの」使用可能バース数把握、指定避難所(91)への輸送計画を作成【総務課】

◎ 道路啓開計画の作成：(道路状況)情報集約、道路啓開能力把握（関係団体対応可能数・重機等機資材）、優先順位の決定
【防災危機管理課】、優先順位・関係団体の特性に応じる啓開計画の作成【都市基盤管理課】、輸送計画の修正【総務課】
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